
JP 6174668 B2 2017.8.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上のゲート電極と、
　前記ゲート電極上のゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上の酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層に接する第１のバッファ層と、
　前記酸化物半導体層に接する第２のバッファ層と、
　前記第１のバッファ層上のソース電極と、
　前記第２のバッファ層上のドレイン電極と、を有し、
　前記第１のバッファ層は、前記ソース電極の端部よりも延在し、
　前記第２のバッファ層は、前記ドレイン電極の端部よりも延在し、
　前記第１のバッファ層は、シリコンと、前記酸化物半導体層が有する元素種以外の元素
種を少なくとも一つ有し、
　前記酸化物半導体層は、前記第１のバッファ層が有する元素種以外の元素種を少なくと
も一つ有し、
　前記第２のバッファ層は、シリコンと、前記酸化物半導体層が有する元素種以外の元素
種を少なくとも一つ有し、
　前記酸化物半導体層は、前記第２のバッファ層が有する元素種以外の元素種を少なくと
も一つ有し、
　前記酸化物半導体層は、ｃ軸が前記酸化物半導体層の表面に垂直な方向に並ぶ複数の結
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晶を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極を覆う絶縁膜を有し、
　前記絶縁膜は、前記酸化物半導体層の表面の一部と接することを特徴とする半導体装置
。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記絶縁膜は酸素を供給する機能を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記第１のバッファ層と前記第２のバッファ層は、インジウムを有することを特徴とす
る半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記第１のバッファ層と前記第２のバッファ層は、積層構造を有し、
　前記第１のバッファ層における積層構造の各層は同じ元素種を有し、
　前記第２のバッファ層における積層構造の各層は同じ元素種を有し、
　前記第１のバッファ層における積層構造の各層は異なるシリコン濃度を有し、
　前記第２のバッファ層における積層構造の各層は異なるシリコン濃度を有することを特
徴とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の一形態は、トランジスタ若しくはトランジスタを含んで構成される回路を有する
半導体装置に関する。例えば、酸化物半導体でチャネル形成領域が形成される、トランジ
スタ若しくはトランジスタを含んで構成される回路を有する半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
チャネル形成領域に酸化物半導体膜を用いてトランジスタなどを作製し、表示装置に応用
する技術が注目されている。例えば、酸化物半導体膜として酸化亜鉛（ＺｎＯ）を用いる
トランジスタや、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍを用いるトランジスタが挙げられる。これら
の酸化物半導体膜を用いたトランジスタを、透光性を有する基板上に形成し、画像表示装
置のスイッチング素子などに用いる技術が特許文献１及び特許文献２で開示されている。
【０００３】
半導体層としてＩｎ、Ｇａ、及びＺｎを含む酸化物半導体膜を用い、半導体層とソース電
極層及びドレイン電極層との間に金属酸化物でなるバッファ層が設けられた逆スタガ型（
ボトムゲート構造）のトランジスタが特許文献３に開示されている。このトランジスタは
、ソース電極層及びドレイン電極層と半導体層との間に、バッファ層として金属酸化物層
を意図的に設けることによってオーミック性のコンタクトを形成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１２３８６１号公報
【特許文献２】特開２００７－９６０５５号公報
【特許文献３】特開２０１０－０５６５３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ところで表示装置には各種の方式があり、液晶表示装置ではブルー相液晶が注目されてい
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る。また、電子ペーパーと呼ばれる表示装置では、コントラストを電気的に可変可能な媒
体（電子インクなどとも呼ばれている）が用いられている。さらに、エレクトロルミネセ
ンス材料を用いた自発光方式の表示装置も実用化が進展している。このような、新しい表
示方式に対応するために、表示装置に用いられるトランジスタは、より高耐圧なものが求
められている。
【０００６】
　本発明の一形態は、上記課題に鑑み、新規な構造の半導体装置あるいはその作製方法を
提供することを課題とする。例えば、高電圧若しくは大電流で駆動されるトランジスタの
信頼性向上を図ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の一態様は、チャネル形成領域を形成する半導体層とソース電極層及びドレイン電
極層との間にバッファ層が設けられたトランジスタを有する半導体装置である。バッファ
層は、チャネル形成領域を形成する半導体層との接触抵抗を大きくするために、チャネル
形成領域を形成する半導体層とソース電極層及びドレイン電極層との間にあって、特にド
レイン端近傍の電界を緩和して、トランジスタの耐圧を向上させるように設けられる。
【０００８】
当該半導体層は、シリコン半導体よりもバンドギャップの大きいワイドギャップ半導体材
料が適用される。当該ワイドギャップ半導体材料として、金属酸化物でなる酸化物半導体
材料が用いられる。酸化物半導体材料として好適なものは、酸化亜鉛を含む酸化物半導体
材料であり、例えば、酸化亜鉛に加えて、ガリウム、インジウム若しくはスズなどの酸化
物を含む酸化物半導体材料が適用される。
【０００９】
チャネル形成領域を形成するための酸化物半導体層は、高純度化された真性若しくは実質
的に真性型の酸化物半導体層とすることが好ましい。酸化物半導体に含まれる水素はキャ
リア濃度を増加させる要因となり得るので、これを５×１０１９ｃｍ－３以下、好ましく
は５×１０１８ｃｍ－３以下とすることが好ましい。
【００１０】
また、リチウム、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属あるいはアルカリ土類金属も酸
化物半導体においては好ましくない元素であるので可能な限り含まれないようにすること
が好ましい。特にアルカリ金属のうち、ナトリウムは酸化物半導体において、金属元素と
酸素の結合を分断し、あるいは結合中に割り込むことで欠陥を生成し、トランジスタ特性
の劣化（例えば、ノーマリオン化（しきい値の負へのシフト）、移動度の低下等）の要因
となるためこれを低減することが好ましい。
【００１１】
このような問題は、特に酸化物半導体中の水素の濃度が十分に低い場合において顕著とな
る。したがって、酸化物半導体中の水素の濃度が５×１０１９ｃｍ－３以下、特に５×１
０１８ｃｍ－３以下である場合には、アルカリ金属の濃度を十分に低くすることが強く求
められる。例えば、酸化物半導体層におけるナトリウムの濃度は、５×１０１６ｃｍ－３

以下、好ましくは１×１０１６ｃｍ－３以下、さらに好ましくは１×１０１５ｃｍ－３以
下とするとよい。同じく、リチウムの濃度は５×１０１５ｃｍ－３以下、好ましくは１×
１０１５ｃｍ－３以下、カリウムの濃度は５×１０１５ｃｍ－３以下、好ましくは１×１
０１５ｃｍ－３以下とするとよい。
【００１２】
高純度化された酸化物半導体層の抵抗は非常に高いものとなる。このような状況において
耐圧不良が生ずるとすると、（１）ソース電極層及びドレイン電極層と酸化物半導体層と
の接触界面で起こると予想される前記電極層の酸化反応でドレインが実質的に失われてし
まうことが考えられる。また、（２）バックチャネル側（酸化物半導体層において、ゲー
ト絶縁層とは反対側の面）のチャネルエッチ部に水素、水酸基（ＯＨ）、水分（Ｈ２Ｏ）
が残存すると、この領域がｎ型化することで寄生チャネルが出来てしまい、この寄生チャ
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ネルが耐圧不良を引き起こす要因となる。
【００１３】
よって、上記（１）に対しては、酸化物半導体層とソース電極層及びドレイン電極層とは
ｎ型若しくはｎ＋型のバッファ層を間に介して電気的に接続させることが好ましい態様と
なる。また、上記（２）に対しては、ソース電極層及びドレイン電極層と酸化物半導体層
との間に設けるバッファ層で電界を緩和する構造とすることで、その対策がなされるよう
にする。例えば、バッファ層は、ソース電極層及びドレイン電極層と重なる領域から、チ
ャネル形成領域に向けてひさし部が形成されるように、チャネル形成領域の側に向けて延
在した形状とすることが好ましい。このようにひさし部が設けられることによって、ドレ
イン電極層の端部で電界が集中するのを防ぐことができ、電界緩和の効果を高めることが
できる。
【００１４】
バッファ層は、チャネル形成領域と同様に酸化物材料を用いることが好ましい。酸化物材
料同士を用いることでチャネル形成領域を形成する半導体層とバッファ層を積層させた構
造としても、酸素のクロスコンタミネーションを防ぐことができる。また、酸化物半導体
層とソース電極層及びドレイン電極層とが直接接触しない構造とすることで、酸化物半導
体層から酸素が引き抜かれるような酸化反応を防止できる。バッファ層を形成する材料と
しては、インジウムの酸化物、亜鉛の酸化物、スズの酸化物又はこれらのいずれか二種以
上を組み合わせた導電性の酸化物材料を用いることができる。
【００１５】
バッファ層は、チャネル形成領域を形成する酸化物半導体層よりも抵抗率を低くすること
が好ましい。このバッファ層はトランジスタの高耐圧化を図るために設けられるものであ
り、そのためバッファ層の抵抗率は、具体的には１Ωｃｍ以上とすることが好ましい。バ
ッファ層は、ｎ－層とも呼べ、シリコンを用いたトランジスタにおけるＬＤＤ領域の一つ
であるｎ－層に相当する機能を持たせるものであり、酸化物半導体層との接触抵抗を大き
くするために設けられる。本明細書では、抵抗率が１Ωｃｍ以上の導電性の酸化物材料を
バッファ層、即ちｎ－層と呼び、その抵抗率は、上記の導電性の酸化物材料に絶縁材料を
混合させることによりに調整することができる。導電性の酸化物材料に混合する絶縁材料
としては酸化物絶縁材料が好ましく、例えば酸化シリコンなどは素材として安定な物質で
あり好ましいものとなる。
【００１６】
バッファ層は、チャネル形成領域を形成する半導体層と積層される構造を有するので、バ
ッファ層の厚さを調整することによっても、この領域の抵抗値を調整することができる。
【００１７】
バッファ層は、単層又は複数の層を積層して構成される。バッファ層を複数の層で構成す
る場合には、チャネル形成領域が形成される半導体層側から、段階的に若しくは連続的に
抵抗率が低くなるようにすることが好ましい。このような積層バッファ層の構成は、電界
の集中を緩和してトランジスタの耐圧を高めるように作用する。
【発明の効果】
【００１８】
本発明の一態様によれば、チャネル形成領域を形成する半導体層とソース電極層及びドレ
イン電極層との間にバッファ層を設けることで、当該バッファ層が電界の集中を緩和して
、トランジスタの耐圧を高めることができる。
【００１９】
チャネル形成領域を形成する半導体層とバッファ層の双方を酸化物材料で構成することで
、酸素のクロスコンタミネーションを防ぐことができ、トランジスタの動作の安定化、す
なわちトランジスタの信頼性を高めることができる。
【００２０】
バッファ層を複数の層でなる積層バッファ層とすることで、チャネル形成領域とドレイン
電極層及びソース電極層との間における電界の集中を緩和してトランジスタの耐圧を高め
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ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一態様を示す断面図及び上面図。
【図２】本発明の一態様を示す断面図。
【図３】バッファ層の端部周辺を拡大した模式図。
【図４】等電位線分図。
【図５】ドレイン端（ｐｏｉｎｔ　Ａ）における電界強度とドレイン電圧との関係をしめ
すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
以下では、本発明の実施の形態及び実施例について図面を用いて詳細に説明する。ただし
、本発明は以下の説明に限定されず、その形態および詳細を様々に変更し得ることは、当
業者であれば容易に理解される。また、本発明は以下に示す実施の形態及び実施例の記載
内容に限定して解釈されるものではない。
【００２３】
（実施の形態１）
本実施の形態では、トランジスタ及びその作製工程について、図１及び図２を用いて説明
する。
【００２４】
図１（Ｂ）は上面図であり、図１（Ａ）は図１（Ｂ）における鎖線Ａ－Ｂで切断した断面
図である。
【００２５】
図１（Ａ）及び図１（Ｂ）において、絶縁表面を有する基板１００上に、ゲート電極層１
０１、ゲート絶縁層１０２、酸化物半導体層１０３、バッファ層１０７ａ、１０７ｂ、ソ
ース電極層又はドレイン電極層１０５ａ、１０５ｂを含むトランジスタ１７２が設けられ
ている。
【００２６】
バッファ層１０７ａ、１０７ｂ、は、酸化物半導体層１０３とソース電極層の間に生じる
恐れのある電界集中や、酸化物半導体層１０３とドレイン電極層の間に生じる恐れのある
電界集中を緩和し、スイッチング特性の劣化を抑えることができる。
【００２７】
また、図２は、バッファ層を積層とした他の例を示す断面図であり、図２において、絶縁
表面を有する基板１００上に、ゲート電極層１０１、ゲート絶縁層１０２、酸化物半導体
層１０３、第１のバッファ層１０６ａ、１０６ｂ、第２のバッファ層１０４ａ、１０４ｂ
、ソース電極層又はドレイン電極層１０５ａ、１０５ｂを含むトランジスタ１７３が設け
られている。なお、図２において、図１（Ａ）と同じ箇所には同じ符号を用いる。
【００２８】
第１のバッファ層１０６ａ、１０６ｂ、及び第２のバッファ層１０４ａ、１０４ｂは、積
層バッファ層として機能し、酸化物半導体層１０３とソース電極層の間に生じる恐れのあ
る電界集中や、酸化物半導体層１０３とドレイン電極層の間に生じる恐れのある電界集中
を緩和し、スイッチング特性の劣化を抑えることができる。
【００２９】
バッファ層１０７ａ、１０７ｂ、第１のバッファ層１０６ａ、１０６ｂ、及び第２のバッ
ファ層１０４ａ、１０４ｂの材料としては、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系
、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－
Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｏ
系、Ｓｎ－Ｏ系、Ｚｎ－Ｏ系の金属酸化物を適用することができ、その膜厚は１００ｎｍ
以上、具体的には、１００ｎｍ以上１×１０５ｎｍ以下の範囲内で適宜選択する。
【００３０】
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それぞれ１重量％、３重量％、５重量％、１５重量％、２０重量％のＳｉＯ２を含むＩｎ
－Ｓｎ－Ｏ系ターゲットを用いて成膜を行い、抵抗率を測定した結果を表１に示す。なお
、成膜条件は、直径８インチのターゲットを用い、圧力０．４Ｐａ、アルゴンガス流量５
０ｓｃｃｍ、酸素ガス流量２ｓｃｃｍ、電力１ｋＷとした。
【００３１】
【表１】

【００３２】
図１の構造においては、ＳｉＯ２を１重量％以上２０重量％以下含むＩｎ－Ｓｎ－Ｏ系タ
ーゲットを用いて成膜を行いバッファ層１０７ａ、１０７ｂを形成する。従って、バッフ
ァ層１０７ａ、１０７ｂに含有するＳｉＯ２を１重量％以上２０重量％以下に適宜調節す
ることによって、バッファ層１０７ａ、１０７ｂの抵抗率を８００μΩｃｍ以上１２１０
５３００μΩｃｍ以下とすることができる。また、図２の構造においては、第１のバッフ
ァ層の抵抗率よりも第２のバッファ層の抵抗率を小さくし、例えば、スパッタ法を用いて
、ＳｉＯ２を１５重量％以上２０重量％以下含むＩｎ－Ｓｎ－Ｏ系ターゲットを用いて成
膜を行い第１のバッファ層１０６ａ、１０６ｂを形成し、ＳｉＯ２を１重量％以上１５重
量％未満含むＩｎ－Ｓｎ－Ｏ系ターゲットを用いて成膜を行い第２のバッファ層１０４ａ
、１０４ｂを形成する。
【００３３】
本実施の形態のバッファ層を有するトランジスタは、オフ電流が少なく、そのようなトラ
ンジスタを含む半導体装置は高い電気特性及び高信頼性を付与することができる。
【００３４】
図１（Ａ）、図１（Ｂ）、及び図２のトランジスタ１７２、１７３の作製方法の一例を以
下に説明する。
【００３５】
まず、基板１００上にゲート電極層１０１、ゲート絶縁層１０２、及び酸化物半導体層１
０３を形成する。基板１００は、バリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ酸ガラス
、若しくはアルミノシリケートガラスなど、フュージョン法やフロート法で作製される無
アルカリガラス基板、セラミック基板の他、本作製工程の処理温度に耐えうる耐熱性を有
するプラスチック基板等を用いることができる。
【００３６】
また基板１００上に下地膜として絶縁膜を形成してもよい。下地膜としては、ＣＶＤ法や
スパッタ法等を用いて、酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化窒化珪素膜、または窒化酸化珪素
膜の単層、又は積層で形成すればよい。
【００３７】
ゲート電極層１０１は、チタン、モリブデン、クロム、タンタル、タングステン、アルミ
ニウムなどの金属材料またはその合金材料を用いて形成する。ゲート電極層１０１は、ス
パッタ法や真空蒸着法で基板１００上に導電膜を形成し、当該導電膜上にフォトリソグラ
フィ技術またはインクジェット法によりマスクを形成し、当該マスクを用いて導電膜をエ
ッチングすることで、形成することができる。
【００３８】
また、ゲート電極層１０１を積層構造とし、その一層として、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｏ系、Ｉｎ－
Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｇａ－Ｚ
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ｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｚｎ
－Ｏ系、Ｉｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｏ系、Ｚｎ－Ｏ系の金属酸化物を用いてもよい。ゲート電極
層１０１を積層構造とし、その一層として特に仕事関数の大きな材料であるインジウム、
ガリウム、及び亜鉛を含む酸窒化物膜（ＩＧＺＯＮ膜とも呼ぶ）を用いることが好ましい
。インジウム、ガリウム、及び亜鉛を含む酸窒化物膜は、アルゴン及び窒素の混合ガス雰
囲気下で成膜することにより得られる。
【００３９】
ゲート絶縁層１０２は、ＣＶＤ法やスパッタ法等を用いて、酸化シリコン、酸化窒化シリ
コン、窒化酸化シリコン、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、酸化ガリウム、酸
化ハフニウム、酸化イットリウム等を単層でまたは積層して形成することができる。
【００４０】
酸化物半導体層１０３は、スパッタ法等を用いて、少なくとも亜鉛を含む金属酸化物ター
ゲットを用い、得られる膜厚を５ｎｍ以上５０μｍ以下とする。金属酸化物ターゲットの
代表例としては、四元系金属酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物や、
三元系金属酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系金
属酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物、Ａ
ｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物や、二元系金属酸
化物であるＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物などのターゲット
を用いることができる。
【００４１】
金属酸化物ターゲットの一例としては、Ｉｎ、Ｇａ、及びＺｎを含む金属酸化物ターゲッ
トは、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：１［ｍｏｌ数比］の組成比としたもの
を用いる。また、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２［ｍｏｌ数比］の組成比
を有するターゲット、またはＩｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：４［ｍｏｌ数比
］の組成比を有するターゲット、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝２：１：８［ｍｏｌ
数比］の組成比を有するターゲットを用いることもできる。Ｉｎ、Ｇａ、及びＺｎを含む
金属酸化物ターゲットを用いたスパッタ法で得られる酸化物半導体は、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ
－Ｏで表記され、その酸化物半導体材料は、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０、且つｍ
は自然数でない）であり、ｍが自然数でないことは、ＩＣＰ－ＭＳ分析や、ＲＢＳ分析を
用いて確認することができる。
【００４２】
また、酸化物半導体層１０３の形成時に、スパッタリング装置の処理室の圧力を０．４Ｐ
ａ以下とすることで、被成膜面及び被成膜物への、アルカリ金属、水素等の不純物の混入
を低減することができる。なお、被成膜物に含まれる水素は、水素原子の他、水素分子、
水、水酸基、または水素化物として含まれる場合もある。
【００４３】
また、酸化物半導体層１０３の形成時に、ターゲットの間の距離（Ｔ－Ｓ間距離）を４０
ｍｍ以上３００ｍｍ以下（好ましくは６０ｍｍ以上）とする。
【００４４】
また、スパッタリング法による酸化物半導体層１０３の形成時において、被成膜面の温度
は２５０℃以上好ましくは基板の熱処理上限温度以下とする。２５０℃は、水、水素など
の不純物の被成膜物中への混入を防ぎ、チャンバー内の気相へ不純物を放出する温度であ
る。また、スパッタリング法による成膜時における被成膜面の温度の上限は、基板の熱処
理上限温度、或いは被成膜物の上限温度（その温度を超えると大きく成膜中の成分が変化
する温度）とする。
【００４５】
また、酸化物半導体層１０３の形成時に、スパッタリング装置の処理室のリークレートを
１×１０－１０Ｐａ・ｍ３／秒以下とすることで、スパッタリング法による成膜途中にお
ける酸化物半導体層１０３中への、アルカリ金属、水素化物等の不純物の混入を低減する
ことができる。また、排気系として吸着型の真空ポンプ（例えばクライオポンプなど）を
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用いることで、排気系からアルカリ金属、水素原子、水素分子、水、水酸基、または水素
化物等の不純物の逆流を低減することができる。
【００４６】
ゲート絶縁層１０２、及び酸化物半導体層１０３は大気に曝さずに連続的に形成すること
が好ましい。連続して成膜すると、大気成分や大気中に浮遊する汚染不純物元素に汚染さ
れることなく各積層界面を形成することができる。
【００４７】
酸化物半導体層１０３の形成後、必要であれば、水素及び水分をほとんど含まない雰囲気
下（窒素雰囲気、酸素雰囲気、乾燥空気雰囲気（例えば、水分については露点－４０℃以
下、好ましくは露点－６０℃以下）など）で加熱処理（温度範囲２００℃以上７００℃以
下）を行ってもよい。この加熱処理は、酸化物半導体層中からＨ、ＯＨなどを脱離させる
脱水化または脱水素化とも呼ぶことができ、不活性雰囲気下で昇温し、途中で切り替え酸
素を含む雰囲気下とする加熱処理を行う場合や、酸素雰囲気下で加熱処理を行う場合は、
加酸化処理とも呼べる。
【００４８】
次いで、酸化物半導体層１０３上に接してバッファ層１０７ａ、１０７ｂを形成する。バ
ッファ層も大気に曝さずに酸化物半導体層１０３の形成後に連続的に形成することが好ま
しい。連続して成膜すると、大気成分や大気中に浮遊する汚染不純物元素に汚染されるこ
となく各積層界面を形成することができる。
【００４９】
バッファ層１０７ａ、１０７ｂは、酸素のみ、アルゴンのみ、又はアルゴン及び酸素の混
合雰囲気下でスパッタ法によりＳｉＯ２を１重量％以上２０重量％以下含むＩｎ－Ｓｎ－
Ｏ系ターゲットを用い、膜厚１００ｎｍ以上１００００ｎｍ以下の成膜を行う。なお、得
られたバッファ層１０７ａ、１０７ｂの抵抗率は、チャネル形成領域を形成する酸化物半
導体層１０３よりも低く、後に形成されるソース電極層またはドレイン電極層よりも高い
。
【００５０】
また、バッファ層を積層する場合には、図２に示すように第１のバッファ層１０６ａ、１
０６ｂ上に接して第２のバッファ層１０４ａ、１０４ｂを形成する。なお、得られた第２
のバッファ層１０４ａ、１０４ｂの抵抗率は、第１のバッファ層１０６ａ、１０６ｂより
も低く、後に形成されるソース電極層またはドレイン電極層よりも高い。勿論、第１のバ
ッファ層１０６ａ、１０６ｂの抵抗率は、チャネル形成領域を形成する酸化物半導体層１
０３よりも低い。
【００５１】
次いで、バッファ層上に金属導電膜を形成する。
【００５２】
ソース電極層またはドレイン電極層１０５ａ、１０５ｂとなる金属導電膜の材料としては
、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗなどの金属材料、または該金属材料を成分と
する合金材料で形成する。また、Ａｌ、Ｃｕなどの金属層の下側もしくは上側の一方また
は双方にＣｒ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗなどの高融点金属層を積層させた構成としても良い
。
【００５３】
例えば、金属導電膜としては、チタン層上にアルミニウム層と、該アルミニウム層上にチ
タン層が積層された三層の積層構造、またはモリブデン層上にアルミニウム層と、該アル
ミニウム層上にモリブデン層を積層した三層の積層構造とすることが好ましい。また、金
属導電膜としてアルミニウム層とタングステン層を積層した二層の積層構造、銅層とタン
グステン層を積層した二層の積層構造、アルミニウム層とモリブデン層を積層した二層の
積層構造とすることもできる。勿論、金属導電膜として単層、または４層以上の積層構造
としてもよい。
【００５４】
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次いで、金属導電膜上にフォトリソグラフィ工程によりレジストマスクを形成し、選択的
にエッチングを行ってソース電極層またはドレイン電極層１０５ａ、１０５ｂを形成した
後、続いてバッファ層を選択的にエッチングして酸化物半導体層１０３の一部を露出させ
、レジストマスクを除去する。なお、このフォトリソグラフィ工程では、酸化物半導体層
１０３は一部がエッチングされ、溝部（凹部）を有する酸化物半導体層となる。
【００５５】
また、電界集中の緩和を効果的に行わせるために、図３（Ａ）に示すようにバッファ層１
０７ａ、１０７ｂの端部が、ソース電極層またはドレイン電極層１０５ａ、１０５ｂの側
面から突出しており、バッファ層の上面の一部も露出している形状とすることが好ましい
。なお、バッファ層の端部がソース電極層またはドレイン電極層の側面から突出している
とは、ソース電極層またはドレイン電極層の下端部の端面と、酸化物半導体からなるチャ
ネル形成領域の間にバッファ層の端部が存在していることを示す。図３（Ａ）は、図１（
Ａ）のバッファ層１０７ａ、１０７ｂの端部周辺を拡大した模式図である。図３（Ａ）に
示すように、酸化物半導体層１０３の一部を露呈させるフォトリソグラフィ工程でバッフ
ァ層の側面をテーパ形状（ひさし形状とも呼ぶ）とし、そのテーパ部分（ひさし部とも呼
ぶ）が電界集中緩和領域として機能するようにしてもよい。なお、バッファ層１０７ａ、
１０７ｂは、端部の先端に近づくにつれて膜厚が薄くなり高抵抗となる。
【００５６】
また、図３（Ａ）に示すテーパ形状に限定されず、バッファ層の材料やエッチング条件に
よってバッファ層の端部は、様々な断面形状となることがある。図３（Ａ）と異なる例の
拡大図を図３（Ｂ）に示す。電界集中緩和領域のチャネル長方向の長さ（Ｌｓ）は、ソー
ス電極層またはドレイン電極層１０５ａ、１０５ｂの下端部からバッファ層１０７ａ、１
０７ｂの下端部までの水平距離とする。
【００５７】
また、図２と異なる例の拡大図を図３（Ｃ）に示す。図３（Ｃ）では、第１のバッファ層
１０６ａ、１０６ｂの上端部と第２のバッファ層１０４ａ、１０４ｂの下端部の端面の位
置が一致しておらず、第１のバッファ層１０６ａ、１０６ｂの上面の一部が露出している
例を示している。電界集中緩和領域のチャネル長方向の長さ（Ｌｓ）は、ソース電極層ま
たはドレイン電極層１０５ａ、１０５ｂの下端部から第１のバッファ層１０６ａ、１０６
ｂの下端部までの水平距離とする。
【００５８】
電界集中緩和領域であるテーパ部分の抵抗率は、その領域の厚さ、チャネル長方向の長さ
（Ｌｓ）にもよるが、実施者が適宜、バッファ層の材料の選択及び膜厚の設定、テーパ部
分のサイズ設計などを行うことによって所望の抵抗率に調節すればよい。少なくともバッ
ファ層のテーパ部分の抵抗率は、酸化物半導体層１０３のチャネル形成領域よりも低い値
とする。
【００５９】
次いで、酸化物半導体層１０３を保護するため、酸化物半導体層１０３の露出部を覆うよ
うに、保護絶縁層１０９を形成する。保護絶縁層１０９としては、酸化シリコン、酸化窒
化シリコン、窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウ
ム、酸化アルミニウムガリウム、及び酸化ガリウムのいずれか一以上との積層構造を用い
ることができる。
【００６０】
なお、保護絶縁層１０９として酸化ガリウムを用いる場合、ＤＣスパッタリング法で成膜
するために酸化ガリウム中に酸化亜鉛（１重量％以上）を混入させたターゲットを用いて
成膜することが好ましい。この場合、保護絶縁層１０９は、酸化亜鉛を含む酸化ガリウム
となる。
【００６１】
なお、保護絶縁層１０９の膜厚は、５０ｎｍ以上、好ましくは２００ｎｍ以上５００ｎｍ
以下とする。保護絶縁層を厚くすることで、保護絶縁層１０９からの酸素放出量を増加さ



(10) JP 6174668 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

せることができると共に、その増加によって保護絶縁層１０９及び酸化物半導体層１０３
との界面における欠陥を低減することが可能である。なお、加熱により酸素の一部が放出
する保護絶縁層１０９は、スパッタリング法を用いることで形成しやすいため好ましい。
加熱により酸素の一部が放出する保護絶縁層１０９をスパッタリング法により形成する場
合は、成膜ガス中の酸素量が高いことが好ましく、酸素、または酸素及び希ガスの混合ガ
ス等を用いることができる。代表的には、成膜ガス中の酸素濃度を６％以上１００％以下
にすることが好ましい。
【００６２】
以上の工程でトランジスタ１７２が形成される（図１（Ａ）参照。）。トランジスタ１７
２は、チャネル形成領域を形成する酸化物半導体層とソース電極層及びドレイン電極層と
の間にバッファ層を設けることで、当該バッファ層が電界の集中を緩和して、トランジス
タの耐圧を高めることができる。
【００６３】
また、バッファ層が積層である場合、ソース電極層またはドレイン電極層１０５ａ、１０
５ｂを形成した後、続いて第１のバッファ層及び第２のバッファ層を選択的にエッチング
して酸化物半導体層１０３の一部を露出させ、レジストマスクを除去する。こうして、ト
ランジスタ１７３が形成される（図２参照。）。バッファ層を複数の層でなる積層バッフ
ァ層とすることで、チャネル形成領域とドレイン電極層及びソース電極層との間における
電界の集中を緩和してトランジスタの耐圧を高めることができる。また、電界集中の緩和
を効果的に行わせるために、図２に示すように第１のバッファ層１０６ａ、１０６ｂの端
部、及び第２のバッファ層１０４ａ、１０４ｂの端部がソース電極層またはドレイン電極
層１０５ａ、１０５ｂの側面から突出しており、第２のバッファ層１０４ａ、１０４ｂの
上面の一部も露出している形状とすることが好ましい。
【００６４】
また、チャネル形成領域を形成する半導体層とバッファ層の双方を酸化物材料で構成する
ことで、酸素のクロスコンタミネーションを防ぐことができ、トランジスタの動作の安定
化、すなわちトランジスタの信頼性を高めることができる。
【００６５】
なお、本実施の形態で得られる酸化物半導体層１０３は、層全体が単結晶になっているの
ではなく、酸化物半導体層１０３の表面に対して垂直方向にｃ軸配向をしている非単結晶
層であり、層内に複数の結晶を含んでいるが、それぞれのａ－ｂ面は一致していない。
【００６６】
なお、本実施の形態ではボトムゲート構造の例を示したが特に限定されず、トップゲート
型のトランジスタを適宜適用することができる。また、酸化物半導体層を間に挟んで上下
にゲート電極層を設ける構造としてもよい。
【実施例】
【００６７】
図３（Ｂ）に示す構造を用いて、シノプシス社製デバイスシミュレータＳｅｎｔａｕｒｕ
ｓ　Ｄｅｖｉｃｅで計算を行った。
【００６８】
計算に用いた条件は、１００ｎｍのＳｉＯｘからなるゲート絶縁層、バッファ層１０７ａ
、１０７ｂと重ならない領域の酸化物半導体層の膜厚２５ｎｍ、バッファ層１０７ａ、１
０７ｂと重なる酸化物半導体層の膜厚３０ｎｍ、膜厚５０ｎｍのＩＴＳＯからなるバッフ
ァ層１０７ａ、１０７ｂとする。ＩＴＳＯは、Ｉｎ２Ｏ３、ＳｎＯ、及びＳｉＯ２を含む
材料である。また、トランジスタのＬ／Ｗは、３μｍ／３００μｍとする。
【００６９】
酸化物半導体層１０３は、誘電率を１５とし、電子親和力を４．３ｅＶとし、ＩＴＳＯと
のバンドギャップ（Ｅｇ）は３．１５ｅＶとする。また、ゲート電極層１０１の仕事関数
は、５．３ｅＶ、ソース電極層又はドレイン電極層１０５ａ、１０５ｂの仕事関数を４ｅ
Ｖとして計算した結果を図４に示す。
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【００７０】
図４はトランジスタにＶｄｓ＝Ｖｇｓ＝＋３０Ｖとして電圧を印加した場合の等電位線分
図である。なお、バッファ層の抵抗率は、３．３Ｅ－３（Ω・ｃｍ）とする。図４にｐｏ
ｉｎｔ　Ａとして示したドレイン端部に大きな電位勾配が確認でき、強い電界集中が生じ
ていることがわかる。
【００７１】
電界集中緩和領域のチャネル長方向の長さ（Ｌｓ）を２μｍとした場合と０μｍとした場
合を比較、即ち、ドレイン端（ｐｏｉｎｔ　Ａ）における電界強度とドレイン電圧との関
係を図５（Ａ）に示す。バッファ層の抵抗率は、３．３Ｅ－３（Ω・ｃｍ）である場合、
ほとんど変化がない。
【００７２】
一方、バッファ層の抵抗率は、１．２Ｅ＋１（Ω・ｃｍ）とし、電界集中緩和領域のチャ
ネル長方向の長さ（Ｌｓ）を２μｍとした場合と０μｍとした場合を比較、即ち、ドレイ
ン端（ｐｏｉｎｔ　Ａ）における電界強度とドレイン電圧との関係を図５（Ｂ）に示す。
図５（Ｂ）では電界集中緩和領域のチャネル長方向の長さ（Ｌｓ）を長くするとｐｏｉｎ
ｔ　Ａでの電界を弱めることができる。これらの結果から、バッファ層をＬＤＤ領域とし
て機能させるためには、低抵抗な材料より高抵抗な材料を用いることが好ましいといえる
。
【００７３】
また、図３（Ａ）は、バッファ層の断面形状がテーパー形状となっており、図３（Ｂ）の
バッファ層に比べて膜厚の薄い部分があるため、図３（Ａ）のバッファ層は、図３（Ｂ）
のバッファ層よりも高抵抗となる。従って、バッファ層に同じ材料を用いる場合でも、図
３（Ｂ）の構造よりも図３（Ａ）の構造のほうがバッファ層が高抵抗となるため、ｐｏｉ
ｎｔ　Ａでの電界を弱めることができ、好ましい。
【符号の説明】
【００７４】
１００　　基板
１０１　　ゲート電極層
１０２　　ゲート絶縁層
１０３　　酸化物半導体層
１０４ａ　　第２のバッファ層
１０４ｂ　　第２のバッファ層
１０５ａ　　ソース電極層又はドレイン電極層
１０５ｂ　　ソース電極層又はドレイン電極層
１０６ａ　　第１のバッファ層
１０６ｂ　　第１のバッファ層
１０７ａ　　バッファ層
１０７ｂ　　バッファ層
１０９　　保護絶縁層
１７２　　トランジスタ
１７３　　トランジスタ
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